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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　板厚30mm以上の鋼板の突き合わせ溶接において、上面側から仮付け溶接を行なった後に
、２個以上の電極を使用するサブマージアーク溶接にて、第１電極のワイヤ径を2.4～3.2
mmかつ溶接電流を1000Ａ以上として下面側の溶接を行ない、さらに２個以上の電極を使用
するサブマージアーク溶接にて、第１電極のワイヤ径を4.0～6.4mmとして上面側の溶接を
行ない、前記鋼板の下面側の溶接入熱と上面側の溶接入熱との全電極の合計入熱をＱ（kJ
／cm）とし、該合計入熱Ｑが前記鋼板の板厚ｔ（mm）に対して下記の(3)式を満足するこ
とを特徴とするサブマージアーク溶接方法。
ｔ1.37≦Ｑ≦1.3×ｔ1.37　　　・・・(3)
【請求項２】
　前記鋼板の下面側の溶接を、第１電極の溶接電流Ｉ1（Ａ）と第２電極の溶接電流Ｉ2（
Ａ）とが下記の(2)式を満足するように行なうことを特徴とする請求項１に記載のサブマ
ージアーク溶接方法。
0.70≦Ｉ2／Ｉ1≦0.95　　　・・・(2)
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、鋼板のサブマージアーク溶接方法に関するものである。
【背景技術】
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【０００２】
　鋼板を溶接する際に用いられるサブマージアーク溶接は、大電流を供給して溶込み深さ
およびワイヤ溶着量を増加することができるので、高能率の溶接技術として広く普及して
いる。特に厚鋼板のサブマージアーク溶接では、多電極を採用して、下面側と上面側をそ
れぞれ１パスで溶接（いわゆる両面一層盛り溶接）することも可能である。
　鋼板の両面一層盛り溶接では、下面側の溶接金属と上面側の溶接金属が十分に重なり、
未溶融部が生じないように、溶込み深さを確保する必要があるので、1000Ａ以上の大電流
を供給して溶接を行なうのが一般的である（たとえば特許文献１、２）。
【０００３】
　また、アンダーカット等の表面欠陥を抑制するために、幅の広いビードを形成する必要
があるので、電圧を増加する等の溶接条件の調整も行なわれている。
　しかしながら電流や電圧を増加すると、溶接入熱の増大を招き、溶接熱影響部の靭性が
劣化するという問題が生じる。このような問題に対して、溶接熱影響部の靭性を向上する
ために、鋼板の特性を改善する技術（たとえば特許文献３、４、５）、溶接施工にて細径
ワイヤを使用する技術（たとえば特許文献６、７）、ビード形状を制御する技術（たとえ
ば特許文献８、９）等が検討されている。
【０００４】
　ところが、これら特許文献３～９に開示された技術は、溶接熱影響部の靭性を安定して
高めることが困難である。つまり、下面側を溶接する際の溶接熱影響部（特に粗粒域）が
、上面側の溶接によって再び加熱されるので、シャルピー衝撃試験で靭性を評価する場合
に、溶接熱影響部の形状や溶接熱影響部とシャルピー衝撃試験片との位置関係によって、
試験結果が大きく変動する。そのため、同じ溶接条件で鋼板の両面一層盛り溶接を行なっ
ても、溶接施工後の材料試験において、靭性の評価にばらつきが生じる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開平11-138266号公報
【特許文献２】特開平10-109171号公報
【特許文献３】特開2002-146471号公報
【特許文献４】特開2004-52104号公報
【特許文献５】特開2009-91653号公報
【特許文献６】特開2006-272377号公報
【特許文献７】特開2009-241128号公報
【特許文献８】特開2010-274275号公報
【特許文献９】特開2010-274276号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　本発明は、鋼板の突き合わせ溶接、特に厚鋼板の両面一層盛り溶接を行なうにあたって
、高靭性の溶接熱影響部を安定して得ることができるサブマージアーク溶接方法を提供す
ることを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　発明者は、種々の溶接条件で鋼板のサブマージアーク溶接を行ない、溶接継手の溶接熱
影響部の靭性を調査した。その結果、溶融した後に凝固して形成された溶接金属と未溶融
の鋼板に形成された溶接熱影響部との境界線（以下、溶融境界線という）の形状を、下面
側と上面側でそれぞれ適正に制御することによって、両面一層盛り溶接にて溶接熱影響部
の優れた靭性を安定して得られることを見出した。
【０００８】
　とりわけ板厚が30mm以上の厚鋼板では、従来と同様に、ワイヤ径の大きいワイヤ（以下
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、太径ワイヤという）を用いて鋼板の両面を溶接すると、図２に示すように、下面側の溶
融境界線４と鋼板１表面に垂直な線とのなす角θ２（°）、および上面側の溶融境界線５
と鋼板１表面に垂直な線とのなす角θ１（°）が、いずれも小さくなる。つまり、下面側
の溶融境界線４と上面側の溶融境界線５が、ともに鋼板１表面に対してほぼ垂直に形成さ
れるので、溶接熱影響部の靭性を評価するためのシャルピー衝撃試験片の採取位置（すな
わち試験片のノッチ位置）と溶融境界線の位置との配置を安定して制御することが極めて
難しくなる。その結果、シャルピー衝撃試験で得られるデータのばらつきが大きくなるこ
とが分かった。
【０００９】
　これに対して、ワイヤ径の小さいワイヤ（以下、細径ワイヤという）を用いると、溶融
境界線を傾けることができる。たとえば、下面側の溶接にて細径ワイヤを使用すると、図
１に示すように、下面側の溶融境界線４と鋼板１表面に垂直な線とのなす角θ２が大きく
なる。したがって、試験片のノッチ位置が溶融境界線と交差するようなシャルピー衝撃試
験片を容易に採取することが可能となり、シャルピー衝撃試験で得られるデータのばらつ
きを抑え、ひいては靭性の適正な評価が可能となる。
【００１０】
　ただし細径ワイヤを使用すると、溶接金属の最深奥部、すなわち図１の下面側溶接金属
２の先端部にスラグが溜まりやすくなるという問題がある。そこで、細径ワイヤを用いて
溶接した後に、太径ワイヤを用いて溶接を行なうことによって、スラグを溶融させる。つ
まり、厚鋼板の両面一層盛り溶接にて、細径ワイヤによる溶接と太径ワイヤによる溶接と
を組み合わせることによって、溶接熱影響部の靭性を安定して向上させ、欠陥発生を抑制
させることが可能となる。
【００１１】
　本発明は、このような知見に基づいてなされたものである。
　すなわち本発明は、板厚30mm以上の鋼板の突き合わせ溶接において、上面側から仮付け
溶接を行なった後に、２個以上の電極を使用するサブマージアーク溶接にて、第１電極の
ワイヤ径を2.4～3.2mmかつ溶接電流を1000Ａ以上として下面側の溶接を行ない、さらに２
個以上の電極を使用するサブマージアーク溶接にて、第１電極のワイヤ径を4.0～6.4mmと
して上面側の溶接を行ない、鋼板の下面側の溶接入熱と上面側の溶接入熱との全電極の合
計入熱をＱ（kJ／cm）とし、合計入熱Ｑが鋼板の板厚ｔ（mm）に対して下記の(3)式を満
足するサブマージアーク溶接方法である。
【００１２】
　本発明のサブマージアーク溶接方法においては、鋼板の下面側の溶接を、第１電極の溶
接電流Ｉ1（Ａ）と第２電極の溶接電流Ｉ2（Ａ）とが下記の(2)式を満足するように行な
うことが好ましい。
ｔ1.37≦Ｑ≦1.3×ｔ1.37　　　・・・(3)
0.70≦Ｉ2／Ｉ1≦0.95　　　・・・(2)
　なお、ここでは、溶接する鋼板の両面のうち、仮付け溶接を行なう側の面を上面、その
上面に対向する面を下面と記す。また、２個以上の電極を各々区別するために、溶接進行
方向の先頭に配置される電極を第１電極とし、それ以降の電極を順に第２電極、第３電極
等とする。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明によれば、サブマージアーク溶接によって厚鋼板の突き合わせ溶接を、両面一層
盛り溶接で行なうにあたり、高靭性の溶接熱影響部を安定して得ることができるので、産
業上格段の効果を奏する。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】本発明で形成される溶接継手の例を模式的に示す断面図である。
【図２】従来の突き合わせ溶接で形成される溶接継手の例を模式的に示す断面図である。
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【図３】鋼板の開先形状の例を模式的に示す断面図である。
【図４】シャルピー衝撃試験片の採取位置を模式的に示す断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　本発明を適用して鋼板の突き合わせ溶接を行なう手順について、以下に説明する。
　まず、図３に示すように、鋼板１の端部に開先を加工する。図１中のｔは鋼板１の板厚
（mm）、αとβは開先角度（°）、ＵとＶは開先深さ（mm）である。
　本発明は、板厚ｔが30mm以上の鋼板に適用するものとする。板厚が30mm未満の鋼板は、
従来の溶接方法で形成された溶接熱影響部の靭性の評価に大きな問題はなかったので、上
記したような本発明の効果は小さい。一方、板厚が45mmを超えると、両面一層盛り溶接が
困難になることがある。したがって、鋼板の板厚ｔは30～45mmの範囲内が好ましい。
【００１６】
　なお、開先角度α、β、および開先深さＵ、Ｖは、図１に示すように溶接金属が重なり
合うように形成されるように設定すれば良く、数値は特に限定しない。
　開先を加工して突き合わせた鋼板の片面側から、開先の仮付け溶接を行なう。以下では
、仮付け溶接を行なう側の面を上面、その上面に対向する面を下面と記す。
　次に、下面側のサブマージアーク溶接を１パスで行ない、図１に示すような下面側溶接
金属２を形成する。図１中の４は、下面側の溶融境界線である。多層、多パス溶接では、
能率低下の問題が生じる。
【００１７】
　下面側の溶接は、２個以上の電極を用いて行なう。電極が１個で溶接を行なうと、溶接
速度の向上が期待できないからである。なお電極を過剰に増やすと、溶接装置の構成およ
び溶接施工の操業管理が複雑になることから、電極は５個以下が好ましい。以下では、２
個以上の電極を各々区別するために、溶接進行方向の先頭に配置される電極を第１電極と
し、それ以降の電極を順に第２電極、第３電極等と記す。
【００１８】
　下面側の溶接では、第１電極にてワイヤ径2.4～3.2mmの細径ワイヤを使用する。第１電
極のワイヤ径が2.4mm未満では、ワイヤ送給速度が速くなりすぎて、大電流が適用できず
、深い溶込みが得られない。一方、3.2mmを超えると、角θ２が大きくなるような下面側
溶接金属２を形成できないので、靭性が劣化する。
　第２電極以降のワイヤ径は、特に限定しない。ただし、ワイヤ径を3.2mm以上とすれば
、安定して溶接を行なうことができるので好ましい。より好ましくは3.2～4.8mmである。
【００１９】
　また第１電極の溶接電流Ｉ1は、1000Ａ以上とする。溶接電流Ｉ1が1000Ａ未満では、十
分な溶込み深さが得られず、図１に示すように溶接金属を重なり合わせることが困難にな
る。一方、1400Ａを超えると、ワイヤ送給速度が速くなりすぎて、ワイヤの安定送給が困
難になる。したがって、第１電極の溶接電流Ｉ1は1000～1400Ａの範囲内が好ましい。
　第２電極以降の溶接電流は、特に限定しない。ただし第２電極の溶接電流をＩ2（Ａ）
として、Ｉ2／Ｉ1が(2)式を満足することが好ましい。Ｉ2／Ｉ1が0.70未満では、溶接が
安定せず、その結果、ビード幅が不安定になり、下面側溶接金属２や溶融境界線４の形状
を制御し難くなることがある。一方、0.95を超えると、余盛り高さが大きくなり、下面側
溶接金属２や溶融境界線４の形状を制御し難くなることがある。
0.70≦Ｉ2／Ｉ1≦0.95　　　・・・(2)
　このようにして下面側の溶接を行なうことによって、角度θ２の大きい下面側溶接金属
２を形成することができる。しかし細径ワイヤを使用することによって、下面側溶接金属
２の最深奥部にスラグ巻き込みが発生することがある。
【００２０】
　そこで、次に、太径ワイヤを用いて上面側のサブマージアーク溶接を行なうことによっ
て、図１に示すように、下面側溶接金属２に重なり合わせて上面側溶接金属３を形成し、
スラグを溶融し、溶接欠陥の抑制を図る。
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　上面側の溶接は、２個以上の電極を用いて行なう。電極が１個で溶接を行なうと、溶接
速度の向上が期待できないからである。電極は５個以下が好ましいが、その理由は上記と
同じである。
【００２１】
　上面側の溶接では、第１電極にてワイヤ径4.0～6.4mmの太径ワイヤを使用する。第１電
極のワイヤ径が4.0mm未満では、下面側溶接金属２内のスラグを溶融し難いばかりでなく
、上面側溶接金属３の最深奥部にスラグが溜まる惧れがある。なおサブマージアーク溶接
では、通常はワイヤ径は6.4mmまでである。
　第２電極以降のワイヤ径は、特に限定しない。
【００２２】
　サブマージアーク溶接の溶接入熱は、下面側と上面側の全電極の合計入熱Ｑ（kJ／cm）
が、鋼板の板厚ｔに対して下記の(3)式を満足することが必要となる。Ｑが1.3×ｔ1.37 k
J／cmを超えると、溶接入熱が大きすぎて溶接熱影響部の靭性が劣化することがある。一
方、ｔ1.37 kJ／cm未満では、十分な溶込み深さを確保し難くなる。そのため、下記の(3)
式を満足させる。
Ｑ≦1.3×ｔ1.37　　　・・・(1)
ｔ1.37≦Ｑ≦1.3×ｔ1.37　　　・・・(3)
　以上に説明した通り、本発明によれば、溶接熱影響部の靭性を向上することができる。
しかも、下面側溶接金属の溶融境界線を傾けることができるので、図４に示すように、シ
ャルピー衝撃試験片を採取した場合に、試験片のノッチが下面側の溶融境界線と交差する
ようになる。また、下面側と上面側の溶融境界線の交点近傍では、上面側の溶融境界線も
傾いているので、試験片のノッチと交差する。その結果、試験片の採取位置の変動や溶融
境界線の形状の変化が靭性の評価に及ぼす影響を大幅に抑えることができ、安定した靭性
が得られる。
【００２３】
　本発明で使用するワイヤについては、ソリッドワイヤ、コアードワイヤいずれも使用で
きる。
【実施例】
【００２４】
　表１に示す成分を有する２種類の鋼板（板厚ｔ：31.8mm，38.1mm）に、図３に示すよう
な形状の開先を形成した後、下面側のサブマージアーク溶接（１パス）を行ない、次いで
上面側のサブマージアーク溶接（１パス）を行なった。
【００２５】
【表１】

【００２６】
　鋼板１の開先形状を表２に示す。表２中の下面の開先角度は図３に示す角β（°）、上
面の開先角度は図３に示す角α（°）である。また、表２中の下面の開先深さは図３に示
すＶ（mm）、上面の開先深さは図３に示すＵ（mm）である。
【００２７】
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【表２】

【００２８】
　サブマージアーク溶接の条件を表３～６に示す。表３、４に示すように、溶接記号９は
上面溶接、下面溶接ともに３電極（１パス）、溶接記号10は上面溶接、下面溶接ともに５
電極（１パス）で溶接を行ない、その他は全て４電極（１パス）で溶接を行なった。表５
、６に示す電流は、いずれも第１電極を直流とし、第２電極以降を交流とした。表５、６
中の極間距離は、鋼板１表面（下面または上面）におけるワイヤ先端の間隔（mm）である
。母材－電極間距離は、鋼板１表面（下面または上面）とコンタクトチップ下面との間隔
（mm）である。電極角度は、前進角（°）を正、後退角（°）を負として示す。ここで前
進角は、ワイヤ先端がトーチよりも溶接進行方向の前方に位置するようにワイヤを傾斜さ
せて、鋼板に垂直な線とワイヤとのなす角であり、後退角は、ワイヤ先端がトーチよりも
溶接進行方向の後方に位置するようにワイヤを傾斜させて、鋼板に垂直な線とワイヤとの
なす角である。
【００２９】
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【表３】

【００３０】
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【表４】

【００３１】
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【表５】

【００３２】
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【表６】

【００３３】
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　これらの各条件（溶接記号１～18）で溶接を行なった後、作製した溶接継手の定常部に
てビード幅を確認して、その最大値と最小値を測定し、その差を求めてビード幅の安定性
を評価した。その結果を表７に示す。
　さらにＸ線撮影によって、溶接金属のスラグ巻き込みの有無、溶込み不良の有無を調査
した。その結果を表７に示す。
【００３４】
　また各条件の溶接によって、それぞれ５個ずつ溶接継手を作製し、図４に示す試験片採
取位置６からシャルピー衝撃試験片および断面マクロ試験片を採取した。
　シャルピー衝撃試験片は、ＪＩＳ規格Z3111に規定する４号試験片として、各溶接継手
から20個ずつ（すなわち各溶接記号ごとに100個ずつ）採取した。シャルピー衝撃試験片
は、ノッチが板厚方向に平行となり、かつ溶融境界線の交点を含む面（鋼板１表面に平行
な面）が試験片の板厚方向中央となるように採取した。そのノッチの位置は、ノッチ底に
おける溶接金属と溶接熱影響部の比率が50％ずつとなる位置とした。
【００３５】
　シャルピー衝撃試験は、ＪＩＳ規格Z2242に準拠（試験温度：－30℃）して行ない、吸
収エネルギーVＥ-30（Ｊ）を測定した。その結果を表７に示す。なお、表７中の吸収エネ
ルギーVＥ-30は、各溶接記号ごとに100回のシャルピー衝撃試験で得られた測定値のうち
最も低い値を示す。
　断面マクロ試験片は、各溶接継手から３個ずつ（すなわち各溶接記号ごとに15個ずつ）
採取した。それぞれの断面マクロ試験片から余盛り高さ（mm）を測定した結果を表７に示
す。なお、表７中の余盛り高さは、各溶接記号ごとに15個の試験片の測定値の平均値を示
す。
【００３６】
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【表７】

【００３７】
　溶接記号１、２は参考例、溶接記号３～10は発明例である。溶接記号１、２は、下面溶
接の第１電極のワイヤ径を2.4～3.2mmかつ第１電極の溶接電流を1000Ａ以上とし、上面溶
接の第１電極のワイヤ径を4.0～6.4mmとする例であり、安定して優れた靭性が得られ、同
時に良好な溶接部品質が得られた。溶接記号３～６は、さらに、下面側と上面側の溶接入
熱の合計が(3)式を満足するように設定した例であり、100Ｊ以上の極めて高い吸収エネル
ギーが得られた。また溶接記号７～10は、さらに、下面側の溶接にて第１電極と第２電極
の溶接電流が(2)式を満足するように設定した例であり、ビードの余盛り高さを３mm以下
、ビード幅の最大値と最小値の差を３mm以下に抑えることができ、優れた形状のビードが
得られた。
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【００３８】
　溶接記号11～18は比較例である。溶接記号11、12は、下面溶接の第１電極のワイヤ径を
2.4mm未満であるから、1000Ａ以上の高い溶接電流を設定したため、安定した溶接ができ
ず、ビード幅が安定しない。溶接記号13、14は、下面側の溶接にて第１電極のワイヤ径が
3.2mmを超えるので、吸収エネルギーが小さかった。溶接記号15、16は、下面溶接の第１
電極の溶接電流が1000Ａ未満であるから、溶込み不良が発生した。溶接記号17、18は、上
面溶接の第１電極のワイヤ径が4.0mm未満であり、スラグ巻き込みが発生した。
【符号の説明】
【００３９】
　１　鋼板
　２　下面側溶接金属
　３　上面側溶接金属
　４　下面側の溶融境界線
　５　上面側の溶融境界線
　６　試験片採取位置

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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